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訴訟の判決（勝訴）に関するお知らせ 
 

 当社は、有限会社かわら技研と係争中の特許権侵害差止等請求訴訟に関し、大阪地方裁

判所において下記のとおり全面勝訴の判決を受け、原告より控訴が行われなかったため、

勝訴が確定致しましたのでお知らせ致します。 

 

記 

 

１．判決のあった裁判所および年月日 

大阪地方裁判所   第２１民事部   平成１７年１２月１５日 

 

２．これまでの経緯 

当社製品スーパートライ１１０タイプ１、タイプ２、タイプ３（耐風性能を具備し

た洋形平板瓦）が、有限会社かわら技研の保有する特許権（特許第３６０８０５４号）

に抵触するとして、平成１７年５月２日付にて、スーパートライ１１０の製造販売の

差し止め、及び損害賠償として金４，１００万円の支払を求める旨の提訴を受け、大

阪地方裁判所において審理が進められてまいりました。 

 

３．判決の主文 

１．原告の請求をいずれも棄却する。 

２．訴訟費用は原告の負担とする。 

 

４．今後の見通し 

上記判決は当社の主張を全面的に認めるものであります。 

又、現時点では、この判決により当社の業績に与える影響はございません。 

 

以 上 


